
入 札 公 告 

 
 下記の事業について、次のとおり総合評価一般競争入札を行いますので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告します。 

 

          

令和６年１０月７日        

     大和郡山市長 上田 清  

第１ 入札に付する事項       

 （１） 事業名 大和郡山市水道施設監視制御システム更新事業 

 （２） 事業場所 大和郡山市額田部北町他地内 

 （３） 概要 入札説明書等による 

（入札説明書・要求水準書・落札者決定基準等） 

 （４） 事業期間 着手の日から令和８年９月３０日まで 

 （５） 提案上限額 103,672,800 円 

    （内、消費税相当額 9,424,800 円） 

 （６） 最低制限価格 設定無     

 （７） 入札方法 総合評価一般競争入札（加算式） 

  入札価格と価格以外の技術的要素を評価の対象とし、数値化した「評価

値」の最も高いものを選定する総合評価方式一般競争入札（加算式）により

落札者を選定する 

  評価値 満点１００点（内訳 技術点７０点 価格点３０点） 

第 2 競争入札参加資格        

 大和郡山市建設工事等競争入札参加登録業者で、入札参加資格確認申請書の

提出期限の最終日現在、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、第３に定める競

争入札参加資格の確認を受け、第４に定める総合評価に係る資料の内容が適正

であることの確認を受けた者のみが、この入札に参加することができます。 

 １ 登録業種 建設業・電気工事（１年以上、継続して登録） 

 ２ 総合評定値 建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定による経営事項審査(有

効期間内にある直近のもの。以下同じ。以下「経営事項審査」とい

う。)における「電気工事」の総合評定値が８００点以上であるこ

と。 

 ３ 完成工事高 経営事項審査の結果における電気工事の平均完成工事高が提案

上限額以上であること。 

 ４ 事業者選定支援業務の受託者との関連に関する条件 

  次の入札にかかる事業者選定支援業務の受託者と、資本又は人事面において

関連がある者でないこと。 

  名称 株式会社日水コン 

  所在地 東京都新宿区西新宿六丁目 22 番 1 号（新宿スクエアタワー） 

 ５ 配置技術者等に関する条件 

  （１） 現場代理人及び電気工事業に係る資格を有する主任技術者等を、この事

業の施工期間中 1 名配置すること。なお現場代理人及び主任技術者は兼ね

ることができる。 

  (2) 監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者

証」及び「監理技術者講習修了証」の交付を受けている者、又はこれに
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準ずる者。 

  (3) 現場代理人、主任技術者及び監理技術者等においては、入札執行の日

以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者。 

 ６ その他 

  (1) 過去 10 年以内（平成 26 年度以降）に、国内工事の元請（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のもの）として、「浄水処理

方式が「凝集沈澱と急速ろ過（上水道に限る。）」で、浄水処理能力が

10,000 ㎥/日以上の浄水場の中央監視制御設備を、新設又は更新をした

工事実績（竣工済）」かつ「浄水場を含む複数の水道施設のクラウド監視設

備を新設した工事実績（竣工済み）」があること。 

  (2) 地方自治法施行令（昭和 22 年５月３日政令第 16 号）第 167 条の４の

規定に該当する者でないこと。 

  (3) 申請資料等の提出日、競争入札参加資格確認時点並びにその後入札執

行日までの間において、大和郡山市建設工事等請負契約に係る入札参加

停止措置要領による入札参加停止措置を受けていないこと。 

  (4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会

社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条の規定する更生手続開始

の申立を含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者。ただし、

同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生

手続開始決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てを

しなかった者又は申立をなされなかった者とみなします。 

  (5) 平成 12 年３月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

附則第２条による廃止前の和議法（大正 11 年法律第 72 号）第 12 条第

１項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。 

  (6) 平成 12 年４月１日以降に民事再生法第 21 条の再生手続開始の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者。ただし、同法に基づく

再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受

けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立がなさ

れなかった者とみなします。 

  (7) 大和郡山市建設工事等暴力団排除措置要綱の別表に掲げる措置要件の第

１項から第５項までのいずれかに該当する者でないこと。 

  (8) 大和郡山市に継続して１年以上、当該登録業種の参加資格を有していな

い者は本入札に参加することはできません。 

        

 第 3 入札参加資格の確認       

  入札に参加しようとする者は、市長が定める入札参加資格確認申請書及び入札

参加資格を満たしていることを証する書類を添付して、入札説明書に定める方法

で市長に提出してください。 

  （１） 入札参加資格確認申請に必要な書類    

   添付書類（３）提出書類作成要領及び様式集の規定に従って提出するこ

と。 

  （２） 入札参加資格確認申請書の提出期限    

   令和 6 年１０月３１日（木） 午後 5 時まで 
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  （３） 提出先 大和郡山市上下水道部工務課 昭和浄水場 

    管理棟 ２階事務室 （大和郡山市額田部北町１０３８） 

  （4） 提出方法 （３）へ持参 

          

 第 4 段階的選抜について       

 入札参加資格を有する者が６者以上となった場合は、次のように段階的選抜を実施

します。 

  （１） 段階的選抜の方法       

   過去 10 年以内（平成 26 年度以降）に、国内工事の元請（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が 20%以上のもの）として、「浄水処理方式が

「凝集沈澱と急速ろ過（上水道に限る。）」で、浄水処理能力が 10,000 ㎥/日

以上の浄水場の中央監視制御設備を、新設又は更新をした工事実績（竣工済

み）」かつ「浄水場を含む複数の水道施設のクラウド監視設備を新設した工事

実績（竣工済み）」の件数の多い５者を選抜する。（入札参加資格を有する者が

5 者以下であれば、段階的選抜は実施しない。） 

なお、段階的選抜の評価結果は、技術提案の審査等考慮しない。 

  （２） 段階的選抜の有無の通知 令和 6 年 11 月 5 日（火） 

  （３） 段階的選抜に必要な書類の提出期限  

    令和 6 年１１月１１日（月） 午後 5 時まで 

       

 第 5 技術提案の審査       

  （１） 技術提案の審査方法      

   技術提案書を提出した入札参加者のプレゼンテーション・ヒアリングを行っ

た後、落札者決定基準に基づき学識経験者で構成する大和郡山市水道施設監

視制御システム更新事業事業者選定委員会により技術提案審査を行う。 

なお、プレゼンテーションの詳細については、対象となる入札参加者へ個別に

連絡する。 

  （２） 技術提案の審査基準 次の評価概要に基づき評価を行う。 

          

機能性

信頼性

工事計画 切替計画

技術点 合計 70

工事に関する安全・品質管理及び切替工事の留意点 5

維
持
管
理
計

画 維持管理

監視制御システムの保守計画及び維持管理

15事業終了後の維持管理費

事業終了後のクラウドサービス利用料金

シ
ス
テ
ム
の

整
備
方
針

システムの応用機能

35
セキュリティ対策及び災害・故障等の緊急事態におけるリスク想定

将来性
将来におけるシステムの拡張性

機能増設時の費用

評価項目（大項目） 評価項目（小項目） 配点

基本方針 システム構築及び設計・施工における基本方針 15

3



 ※評価ランク判断基準（３段階） 

Ａ：要求水準をはるかに上回る具体的な提案【配点×100%】 

Ｂ：要求水準を上回る具体的な提案【配点×60%】 

Ｃ：要求水準と同程度の提案【配点×20%】 

※金額の評価基準 

最低金額と提案金額の比率【配点×算出した比率】 

  

 第６ 事業者選定のスケジュール 

  実施事項 日程 

  入札公告 令和６年１０月７日（月） 

  入札説明書等に関する質問等の受付開始 令和６年１０月７日（月） 午後５時 

  入札説明書等に関する質問等の提出期限 令和６年１０月１８日（金）午後５時 

  入札参加資格確認申請書等の受付開始 令和６年１０月７日（月） 

  入札参加資格確認申請書等の提出期限 令和６年１０月３１日（木）午後５時 

  入札参加資格審査結果の通知 令和６年１１月５日（火） 

  段階的選抜の実施有無の通知 令和６年１１月５日（火） 

   （段階的選抜を実施する場合）  

  段階的選抜に必要な書類の受付

開始 

令和６年１１月５日（火） 

  段階的選抜に必要な書類の提出

期限 

令和６年１１月１１日（月）午後５時 

  段階的選抜結果の通知 令和６年１１月１５日（金） 

  入札書類（技術提案書等）の受付開始 令和７年１月２０日（月） 

  入札書類（技術提案書等）の提出期限 令和７年１月３１日（金）午後５時 

  技術提案書に関するプレゼンテーション 

・ヒアリング実施 

令和７年３月３日（月）（予定） 

  落札者の決定、公表 令和７年３月７日（金）（予定） 

  契約締結 令和７年３月中旬 （予定） 

 

 第７ 大和郡山市公契約条例     

  （１） この契約は、大和郡山市公契約条例（平成２６年大和郡山市条例第

２１号）第２条に規定する公契約に該当します。 

  （２） 契約書には、「公契約約款特約条項」を添付します。 

  （３） この契約の受注者となった者は、大和郡山市公契約条例、大和郡山

市公契約条例施行規則（平成 27 年 3 月大和郡山市規則第 9 号）を

遵守し、履行しなければなりません。 

 第８ その他       

 １ 契約の不締結  

  落札決定後、契約締結までの間に、大和郡山市建設工事等暴力団排除措置

要綱の別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められたときは、契

約を締結しません。 

 ２ 入札保証金 免除 

 ３ 契約保証金 有 

  契約保証金は、請負金額の１０％以上とし、契約締結までに小切手により納
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付手続きを完了すること。ただし、大和郡山市上下水道部の契約に関する規

程第３条により準用する大和郡山市契約規則第２２条各号に該当する場合

は、その全部又は一部が免除されます。なお、設計金額５，０００万円以上の建

設工事については同条第３号の規定による免除は適用されません。 

 ４ 前払金 有 

  保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事

の前払金保証事業に関する法律第２条第 5 項に規定する保証契約（以下「保

証契約」という。）を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額の１

０分の４以内の前払金の支払いを請求することができます。 

 ５ 配置技術者等の確認  

  （１） 配置技術者等の資格を確認するため、「現場代理人及び主任（監理）

技術者選任（変更）届」を提出する際に下記の書類を提出すること。 

   国家資格等の保有者については、その資格を証する免状等の写し。

監理技術者については監理技術者資格者資格者証及び監理技術者講習

修了証の写し（記載事項に変更がある場合は、裏面も）。なお、実務経験

のみの主任技術者については、通算して所定の年数を超える実務経験

（期間、件名等）等が記載された経歴書。 

  （２） 現場代理人及び配置技術者等の雇用関係を確認するため、「現場代

理人及び主任（監理）技術者選任（変更）届」を提出する際に本人の雇

用に関する経歴書および下記のアからキの書類のいずれか１つを提出

すること。 

   ア 法人における取締役の場合は、登記事項証明書（履歴事項全部証明

書又は現在事項全部証明書）の写し 

   イ 健康保険被保険者証（氏名、資格取得年月日、事業所名称が明記

されているもの。市町村の国民健康保険被保険者証、後期高齢者医

療被保険者証は不可）又は健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月

額決定通知書の写し。若しくは事業所及び被保険者の社会保険加入

についての所管年金事務所長の証明の写し 

   ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、又は所管公共

職業安定所長が証明した事業所別被保険者台帳の写し 

     エ 監理技術者資格者証の写し（記載事項に変更がある場合は、裏面

も。） 

     オ 市町村が作成した最新年の住民税特別徴収税額決定・変更通知書

（特別徴収義務者用）の写し 

     カ 最新年分の所得税の確定申告書の写し 

     キ 最新年分の給与所得の源泉徴収票の写し 

  （３） 虚偽等が明らかになった場合は、入札参加停止措置等を行う場合があり

ます。 

 ６ （１） この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格の無い者が行った

入札、虚偽の申請を行った者の入札、及び入札心得又は入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

  （２） 書類作成及び提出に係る費用は、入札者の負担とします。 

  （３） 一度提出された入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできま

せん。 
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 問い合わせ先  

大和郡山市上下水道部工務課 浄水係（昭和浄水場） 

電話 0743-56-0591  

E-Mail showa-j@kcn.jp 

水道施設監視制御システム更新事業の事業者選定のホームページアドレス 

https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/gyomuka/nyusatsu_keiyaku/3

/1/kansiseigyo_01/15473.html 
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